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熊本県告示第１０３９号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条第１項
の同意を求めるため、漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項
の規定による事前の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公示し、届出
に係る指定漁船調書を縦覧に供する。 
  平成２１年１１月２０日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
１ 加入区の名称              
    小島加入区 
２ 発起人の住所及び氏名 
    熊本市小島下町５０２９番地     長松 清喜  
  熊本市小島下町４７２０番地     吉本 勢治  
  熊本市小島下町３７８０番地     友枝 浩一   
３ 法第１１３条第１項の申出をする漁業協同組合 
  小島漁業協同組合  
４ 縦覧期間 
  平成２１年１１月２０日から平成２１年１２月４日まで 
５ 縦覧場所 

第１１８６０号 

平成 21 年 11 月 20 日(金)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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  小島漁業協同組合 
 

 
熊本県告示第１０４０号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条第１項
の同意を求めるため、漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項
の規定による事前の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公示し、届出
に係る指定漁船調書を縦覧に供する。 
  平成２１年１１月２０日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
１ 加入区の名称              
    牛深町加入区 
２ 発起人の住所及び氏名 
    天草市牛深町３４５３番地      矢田 文雄  
  天草市牛深町１０９５番地１     池田 保之  
  天草市牛深町１６３７番地８     島田 豊   
３ 法第１１３条第１項の申出をする漁業協同組合 
  天草漁業協同組合  
４ 縦覧期間 
  平成２１年１１月２０日から平成２１年１２月４日まで 
５ 縦覧場所 
  天草漁業協同組合 

 
 
熊本県告示第１０４１号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第４９条及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年
法律第３０号）第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条に
おいて準用する同法第４９条の規定により施術者を次のとおり指定したので、生活保護法
第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す
る法律第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規定
により告示する。 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
（施術者〔柔道整復師〕） 

 施術所名称    施術者     施術所所在地  指定年月日 

恵整骨院  白石 理恵 菊池郡菊陽町津久礼２３４５

番地３ 

平成２１年１０

月２１日 

 
 
熊本県告示第１０４２号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰
国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第
４項においてその例によるものとされた生活保護法第５０条の２の規定により次の指定医
療機関から事業の廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてそ
の例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規定により告示する。  
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
（医科） 

  医療機関名称       医療機関所在地   廃止年月日 

浜口内科医院 八代市塩屋町４番地４３  平成２１年８月 

 ３１日 

 
 
熊本県告示第１０４３号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年１１月２０日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
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１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

  7.0 

  ～ 

 29.0  

 

1,789.

0 

一般国道 ４４５号 上益城郡山都町北中島字狐平 

    ２８０９番２地先から 

同町金内字前田 

    １１９４番４地先まで  

後

  8.7 

  ～ 

 59.4  

 

1,789.

0   

交安統

合（改

築によ

る拡幅）

 

前

  5.1 

  ～ 

 13.9  

 

  99.2 

  

一般県道 田代御船

線 

上益城郡御船町大字上野字松

ノ下 

    １５７８番１地先から 

同所 

    １５８５番２地先まで 

 

後

  9.8 

  ～ 

 15.0  

 

  99.2 

やさ道

交１地

（改築

による

拡幅）

２ 区域を変更する期日 平成２１年１１月２０日 
 

 
熊本県告示第１０４４号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年１１月２０日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

 13.0 

  ～ 

 22.1  

 

  89.7 

  

一般国道 ２６６号 上天草市姫戸町姫浦 

    ３３９０番１地先から 

同所 

    ３４２１番２地先まで  

後

 17.3 

  ～ 

 30.3  

 

  89.7 

地域連

携国道

（仮設

道路の

設置）

２ 区域を変更する期日 平成２１年１１月２０日 
 

 
熊本県告示第１０４５号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年１１月２０日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

合志市社協南ヶ丘デイサービスセ

ンター「ひかり」 

合志市幾久富１９０９番地２８７

社会福祉法人合志市社会

福祉協議会 

平成２１年１１月９日

 
 
熊本県告示第１０４６号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２１年１１月２０日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防通所介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

合志市社協南ヶ丘デイサービスセ

ンター「ひかり」 

社会福祉法人合志市社会

福祉協議会 

平成２１年１１月９日
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合志市幾久富１９０９番地２８７   
 

 
熊本県告示第１０４７号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市河浦町河浦字一本松１４番１、１７番１、１８番１、

１９番、２１番、２２番１、字赤松原９７番１、１００番１ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字一本松１４番１・１８番１・字赤松原９７番１・１００番１（以上４筆につい 
   て次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１０４８号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市河浦町宮野河内字板ノ角２４５番、２４６番、２５ 
 ２番、２５４番３、２５８番 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字板ノ角２４６番・２５２番（以上２筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１０４９号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市河浦町今富字西ノ川内１５２２番から１５２５番ま 
 で、１５２５番２、１５２６番、１５２７番１、１５２７番３、１５２９番、１５３０ 
 番１（次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字西ノ川内１５２６番、１５２７番３、１５２３番・１５２４番・１５２７番１ 
   （以上３筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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熊本県告示第１０５０号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県上天草市姫戸町二間戸字陳内３１１７番２、字船津３７８ 
 ３番、３８１３番２ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字船津３８１３番２、字陳内３１１７番２（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに上天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１０５１号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年１１月２０日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

一般県道 甲佐小川線 下益城郡美里町中郡字梨尾 

        ２８６７番１７地先から 

同所 

        ２８６７番２０地先まで 

   151.1 緊道整

Ｂ（改

築によ

る拡幅）
２ 供用を開始する期日 平成２１年１１月２０日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第６００号 
  玉名郡和水町に事務所を置く菊水町土地改良区理事長前淵治から申請のあった土地改良
区の解散について、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６７条第２項の規定によ
り平成２１年１１月１０日付けで認可したので、同条第３項の規定により公告する。 
    平成２１年１１月２０日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 
 
熊本県公告第６０１号 
 上益城郡嘉島町に事務所を置く高田堰掛土地改良区の役員が次のとおり就任した旨の届
出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定によ
り公告する。                                 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

 役職名     氏   名    住  所 

就任 

 理事 

 

 本田 光輝 

 

  上益城郡嘉島町大字犬渕４１５番地２ 
 

 
熊本県公告第６０２号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に基づき、県営水

 公  告 
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俣・芦北地区土地改良事業（農業用用排水施設、農業用道路、区画整理、農用地の保全）
の計画を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定に基づき
公告し、土地改良事業計画書の写しを次のように縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画につき異議のあるものは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して
１５日以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類 

変更後の県営水俣・芦北地区土地改良事業（農業用用排水施設、農業用道路、区画整
理、農用地の保全）計画書の写し 

２ 縦覧期間 
平成２１年１１月２４日から平成２１年１２月２１日まで 

３ 縦覧場所 
水俣市役所 
芦北町役場 
津奈木町役場 

 
 
熊本県公告第６０３号 
 次に掲げる土地改良事業に伴う工事が完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１
９５号）第１１３条の２第３項の規定に基づきこの旨を公告する。 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 事業名 地区名  工事着手年月日  工事完了年月日  事業主体 

 農業用用  

 排水施設、 

 農業用道  

 路、暗渠  

 排水 

錦（錦町） 平成１３年９月１２日  平成２１年８月６日       熊本県 

 
 
熊本県公告第６０４号  
 特定調達契約につき、一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品
等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条及び
熊本県物品等又は特定役務の調達手続に関する規則（平成７年熊本県規則第５１号）第１
１条の規定により、次のとおり公告する。 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 
   平成２１年度 森林計画図等更新業務 
  １０市町村 
２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 
    熊本県農林水産部森林整備課森林計画班 
  郵便番号８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
３ 落札者を決定した日 
  平成２１年１１月４日 
４ 落札者の氏名及び住所 
  株式会社大進コンサルタント 
  熊本市沼山津４丁目２番２２号 
５ 落札金額 
    ３９，４８０，０００円（うち消費税及び地方消費税の額１，８８０，０００円） 
６ 契約の相手方を決定した手続 
    一般競争入札 
７ 特例政令第６条に規定する公告を行った日 
    平成２１年９月１５日 

 
 
熊本県公告第６０５号 
 玉名市長から協議のあった栗の尾地区土地改良事業（農業用用排水施設）の施行につい
ては、平成２１年１１月１１日付けで適当と決定したので、土地改良法（昭和２４年法律
第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定により公告し、
次のとおり関係書類を縦覧に供する。 
 利害関係人でこの決定に異議のあるものは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５
日以内に知事に対して異議の申出をすることができる。 
  平成２１年１１月２０日 
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                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類の名称 
  栗の尾地区土地改良事業（農業用用排水施設）計画書の写し 
２ 縦覧期間 

平成２１年１１月２４日から平成２１年１２月２１日まで 
３ 縦覧場所 

玉名市役所 
 

 
熊本県公告第６０６号 
 行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１４条の規定による処分をしようとするため、
行政手続法第１３条第１項の規定により、次のとおり聴聞を実施する。 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 聴聞の日時 
  平成２１年１１月２６日（木）午前１１時 
２ 聴聞の場所 
  熊本市水前寺６丁目１８番１号 熊本県庁行政棟本館６階 ６０１会議室 
３ 被聴聞者の住所及び氏名 
  住所 熊本市本山町３９１番地 
  氏名 西 匡之 

 
 
熊本県公告第６０７号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２１年１１月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
  （１）Ａ画地 
  所在 天草市丸尾町１９５番１（予定地番） 
  地目 畑    
  地積 ２３５．５１平方メートル（実測） 
  最低売却価格 １０，２００，０００円 
  （２）Ｂ画地 
    所在 天草市丸尾町１９５番２（予定地番） 
  地目 畑    
  地積 ３１８．２７平方メートル（実測） 
  最低売却価格 ９，９３０，０００円 
２ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
  (１)  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
  (２) 破産者で復権を得ない者 
 (３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
 (４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２ 
   条第２号に規定する暴力団等であるとして熊本県警察本部から排除要請があった者 
３ 入札参加要領・契約条項を示す場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 ０９６－３３３－２１２２ 
４ 入札期日及び場所 
    平成２２年２月２６日（金）  
  Ａ画地：午前１１時 Ｂ画地：午後１時３０分 
  天草市今釜新町３５３０ 熊本県天草総合庁舎別館会議棟２階 大会議室 
５ 開札期日 入札終了後即時 
６ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により所定の入札参加申込書を提出しなければなら 
 ない。 
   提出方法 持参又は郵送による。 
   提出期限 平成２２年２月１９日（金）午後５時 
               （郵送の場合は提出期限までに必着） 
   提出先  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 
７ 入札保証金 

入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を納付するものと
する。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証をした
小切手により行わなければならない。なお、落札者が契約を締結しないときは、熊本県
に帰属する。 

８ 契約締結期限 
    平成２２年３月１２日（金）午後５時 
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９ 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に納付す 
 るものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保 
 証をした小切手により行わなければならない。 
１０ その他 
  (１) 売買代金納入期限 契約締結日から３０日以内 
  (２) 契約締結場所 別途指定する。 
  (３) 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）、入札参加要領等を承知のうえ、入札するものとする。 
  (４)  問い合わせ先 
        熊本県総務部管財課（電話０９６－３３３－２１２２） 

 
 
熊本県公告第６０８号 
 熊本県森林審議会を次のとおり開催する。 
  平成２１年１１月２０日 
                                  熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開催日時 
  平成２１年１２月２日（水） 
  午後１時３０分から 
２  開催場所 
  熊本市水前寺公園２８番５１号 
  熊本テルサ３階 たい樹の間 
３ 議題 
 （１） 地域森林計画の樹立及び変更について 
 （２） 水とみどりの森づくり税について 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１） 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻の５分前までに、当該会議の会場において 
    受付のうえ、事務局の指示に従い、会議の会場に入ることができる。 
 （２） 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 

熊本市水前寺六丁目１８番１号 
熊本県森林審議会事務局（熊本県農林水産部森林整備課森林計画班） 
（電話０９６－３３３－２４３４） 

 
 
熊本県公告第６０９号 
  県が設置する公の施設の指定管理者について、次のとおり募集する。 
  平成２１年１１月２０日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要 
  (１) 名称 
    水俣港緑地（以下「緑地」という。） 
  (２) 所在地 
    水俣市汐見町１丁目２３１番地１２ ほか 
  (３) 施設の規模等 
        緑地面積 約２０ヘクタール 
  (４) 施設の概要 
  ア 通路及び広場・・通路、潮騒の広場、親水緑地、海の広場、こどもの広場等 

イ 修景施設・・・・実生の森、植栽、芝生、水鳥の池、花の回廊等 
ウ 休養施設・・・・ベンチ、休憩所等 
エ 便益施設・・・・駐車場、便所６棟等 
オ 管理施設・・・・照明設備、給排水設備等 
カ 運動施設・・・・野球場、ソフトボール場３面等 
キ 遊技施設・・・・ザイルクライミング、水のうねり、木製遊具（帆船）等 

２ 指定管理者が行う業務 
  (１)  緑地の利用調整及び管理に関する業務 
  (２)  緑地の使用の許可に関する業務 
  (３)  緑地の維持に関する業務 
  (４)  前３号に掲げるもののほか、指定管理者が緑地の管理上必要と認める業務 
３ 指定管理者の指定の期間 
  平成２２年４月１日から平成２４年３月３１日まで 
４ 参加資格 
  次に掲げる要件のすべてを満たす法人その他の団体であること。 
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  (１)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな 
   いこと。 
  (２)  県内に事業所を有すること。 
  (３)  熊本県から指名停止措置又は熊本県と熊本県警察本部との間で締結した指定管理 
   者からの暴力団の排除に関する合意書に基づく排除措置を受けていないこと。 
  (４)  労働者災害補償保険に加入していること。 
  (５)  県税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。 
  (６)  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）等に基づく更生又は再生手続を行っていないこと又は手形交換所による取引
停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全で
ある者でないこと。 

  (７)  賃金不払に関する厚生労働省からの通報が知事に対してあり、当該状態が継続し
ている場合であって、明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこと。 

５ 申請の手続 
  (１)  申請書類 
    申請に当たっては、次に掲げる書類を提出すること。 
  ア 指定管理者指定申請書 
  イ 水俣港緑地指定管理者事業計画書及び収支予算書 
  ウ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 
  エ 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 
  オ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他 
   の団体の財務状況を明らかにする書類 
  カ 申請の日の属する事業年度の前年度における事業報告書その他の団体の業務を明 
   らかにする書類 
  キ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用していない 
   事業者は除く。） 
   ク 納税証明書 
   （ア） 法人税、消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書 
   （イ） 熊本県の県税（県税が課税されていない者で県外に主たる事務所又は事業所

を有する者にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の都道府県税）につ
いて未納がないことの証明書 

  ケ 県内事業所に係る従業員名簿及び賃金台帳 
  コ  グループで申請する場合は、グループ構成員表及び協定書（構成員の代表団体、

役割分担、代金請求・受領団体等を明らかにした書類）  
  サ その他知事が必要と認める書類 
  (２)  申請書の提出先 
        熊本県土木部港湾課（県庁行政棟本館１２階） 
       郵便番号８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    電話番号０９６－３３３－２５１５（内線６１５１） 
  (３)  提出期間 
        平成２１年１２月８日 (火) から平成２１年１２月１８日 (金）までの日（県の 

休日を除く。）の午前８時３０分から午後５時までとする。 
郵送の場合は、書留郵便により平成２１年１２月１８日 (金）の午後５時までに 

   必着すること。 
電子メール及びファクシミリでの提出は、認めない。 

  (４) 提出部数 
        正本１部、副本９部 
６  指定管理候補者の選定 
    平成２１年１２月中旬以降に開催予定の指定管理候補者選定委員会において、各委員 
 が審査した評点の合計が最も高い申請者を指定管理候補者選定委員会の指定管理候補者 
 の選定に関する意見とし、最終的に県において選定する。 
７ 募集要項の交付 
    ５の（２）に掲げる場所で、平成２１年１１月２０日（金）から平成２１年１２月１

８日（金）までの間に、交付する。 
８ 説明会 
  (１) 日時 
        平成２１年１２月２日（水）午後２時 
  (２) 場所 
        水俣港管理事務所 
９ 留意事項 
  (１) 次に掲げる事項に該当する場合は、無効又は失格となることがある。 
   ア 申請書の提出方法、提出先、提出期限等を守らなかったとき。 
  イ 申請書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 
  ウ 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 
  エ 申請書に虚偽の内容が記載されているとき。 
  オ その他指定管理候補者選定委員会での協議の結果、審査を行うに当たって不適当 
   と認められるとき。 
  (２)  提出された書類は、県庁内での使用及び指定管理候補者選定委員会での検討のた 
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   め複写する。 
  (３)  提出された書類は、熊本県情報公開条例（平成１２年熊本県条例第６５号）に基

づく開示の請求により開示することがある。 
１０ その他 
  (１)  指定管理候補者の選定に当たり、申請者に対して、申請書及び添付書類の内容に

ついて説明を求める。 
  (２)  指定管理候補者を、県議会の決議を経て、指定管理者に指定する。 
  (３)  委託料は、緑地の維持管理に係る経費とする。 
  (４)  問い合わせ先 
    ５の（２）に同じ。 
 
 
 
 
 
熊本県スポーツ振興審議会公告第１号 
  平成２１年度熊本県スポーツ振興審議会の会議を次のとおり開催します。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおりです。 
  平成２１年１１月２０日 
                       熊本県教育長  山本 生      
１ 開催日時 
  平成２１年１２月２日（水） 
  午後２時から午後４時まで 
２ 開催場所 
    県庁本館 ５階 審議会室 
３ 議題 
 (１)  熊本県のスポーツ振興の現況について 
  (２)  今後の熊本県のスポーツ振興に向けて 
 (３) その他 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 (１) 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、審議会事 
   務局の許可を得た上で、会議の会場に入ることができる。 
 (２)  傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺６丁目１８番１号 
  熊本県スポーツ振興審議会事務局（熊本県教育庁体育保健課生涯スポーツ係） 
  （電話０９６－３３３－２７１０）   
 

 登載依頼 


